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○
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二

項
第
三
号
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
準
ず
る
者
を
定
め
る
省
令

○
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
六

項
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
省
令

○
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
七

項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
省
令

○
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令
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農
林
水
産
省

○
国
土
交
通
省
令
第
二
号

環

境

省

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多

様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
準
ず
る
者
を
定
め

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

環
境
大
臣

細
野

豪
志

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条

第
二
項
第
三
号
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
準
ず
る
者
を
定
め
る
省
令
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地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

法
人
（
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
次

号
に
お
い
て
単
に
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人

の
定
め
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
の
活
動
又
は
当
該
活
動
の
促
進
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
う

法
人
及
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人

三

生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
た
め
の
活
動
又
は
当
該
活
動
の
促
進
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
う
個
人

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
環
境
省
令
第
二
十
三
号

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の

保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条

第
六
項
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
省
令

１

市
町
村
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
協
議
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
書
に

当
該
協
議
に
係
る
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
及
び
法
第
四
条
第
六
項
各
号
に
該
当
す
る
行
為
の
種
類
、
目
的
、
実
施
主
体
、

実
施
場
所
、
実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

環
境
大
臣
は
、
前
項
の
市
町
村
に
対
し
、
前
項
の
書
類
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
又
は
図
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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国
土
交
通
省

○

令
第
三
号

環

境

省

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の

保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

環
境
大
臣

細
野

豪
志

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条

第
七
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
省
令

１

市
町
村
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
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書
に
当
該
協
議
に
係
る
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
及
び
法
第
四
条
第
七
項
各
号
に
該
当
す
る
行
為
の
種
類
、
目
的
、
実
施
主

体
、
実
施
場
所
、
実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
市
町
村
に
対
し
、
前
項
の
書
類
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類
又
は
図
面
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



- 8 -

○
環
境
省
令
第
二
十
四
号

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性

の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
権
限
を

定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令

地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
環
境
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し

、
環
境
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
権
限
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
行
為
が
次
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
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る
場
合
に
限
る
。
）

イ

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
国
立
公
園
（
こ
の
号
に
お
い
て
「

国
立
公
園
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
同
法
第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の
の

う
ち
、
自
然
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
第
二
十
条
第
六
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

行
為

ロ

国
立
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
自
然
公
園
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の
の
う

ち
、
自
然
公
園
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
七
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ハ

国
立
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
自
然
公
園
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の
の
う

ち
、
自
然
公
園
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
八
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

ニ

国
立
公
園
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
自
然
公
園
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
要
す
る
行
為

ホ

法
第
四
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

二

法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

附

則
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こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


